（法　第２５条第４項関係）

特定非営利活動法人　ほっとアクト第１１回社員総会議事録
１．実施日時　　平成２３年５月１５日　1０時３０分より１１時３０分
２．場　　所　　福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原４１７－２　
３．出席者　　　社員総数６８名のうち５９名出席（うち書面表決委任者５４名）であり
　　　　　　　　社員の過半数を超えるので、総会成立確認する。
４．議長選任に関する件　議長に鈴木孝行氏を全員一致で承認した。
５．議事録署名人の選任に関する事項　全員一致で渡邊仁子氏、室明子氏を選任した。
６．審議事項
　（１）平成２２年度事業報告について（議案１号）
　（２）平成２２年度事業収支会計報告について（議案２号）
　（３）会計監査報告

　（４）平成２３年度事業計画（案）について（議案３号）
　（５）平成２３年度事業収支会計予算（案）について（議案４号）
　（６）定款の変更について（議案５号）
　（７）役員の変更について（議案６号）
５．議事の経過の概要及び議決の結果

　（１）事務局より、平成２２年度の事業実施状況について事業報告書に基づき説明がある。特に、年度末に大規模な災害が発生し、安全上の配慮から事業所を再度西郷に移さねばならなくなり、一部の事業が翌年度に実施を遅らせた。
　（２）事務局より、平成２２年度の事業収支決算及び財産目録及び貸借対照表について説明がある。平成２２年度は、別法人化の取り組みが先方の意向で白紙となったので、その分の支出が無く内部留保の資産ができている。
　（３）監事　櫻井由利子氏により会計監査報告がなされ、別紙のとおり適正に処理されている旨の報告がある。

　　　　議案１号及び議案２号について相互に関連するので、会計監査報告後に採決をすると全員一致で可決承認された。
　（４）事務局より、平成２３年度の事業計画について提案がある。今年度は、大震災と原発事故の復興は長引く様相を呈しており、西郷を本拠として組織と福祉サービスの充実を図るため事業を編成する。
　（５）事務局より、平成２３年度事業収支会計予算について提案があった。今年度予算は、特に福祉車両整備に関する予算及び法人運営基盤強化に関する予算を篤くする旨の説明がある。
　　　　議案３号及び議案４号について相互に関連するので、説明後採決をすると全員一致で可決承認された。
（６）理事長より、定款の変更について提案があった。
別紙のとおり第2条は、主たる事務所と従たる事務所の変更であり、事業計画にもあるように震災により白河での事業継続が困難となったためである。
第13条は、役員数の変更であり、役員のスリム化により活性化を図るため。
第30条は、議事録の署名押印の変更であり、手続きの簡便化を目的とするため。説明し諮ったところ、全員一致で可決承認された。
（７）理事長より、役員の変更について提案があった。
議案５号の定款変更にも関連するが、理事3名および監事1名の辞任の申し出があった。それ以外の役員による執行としたい。説明し諮ったところ、全員一致をもって可決承認された。
　
以上、この議事録が正確であることを証します。

平成２３年５月１６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　理　　事　　長　　　　　　　増子　修　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　議　　　　　長　　　　　　　鈴木孝行　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　　　　　渡邊仁子　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　　　　　室　明子　　　　　　　印

